
不良空家等除却工事補助金交付及び固定資産税の減免について（流れ）

今回の手続き
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額確定通知の写を
添えて、減免申請

※　「住宅用地に対する固定
資産税の課税標準の特例を受
けていた土地」が今回の除却
によって更地になった場合、減
免を申請することができます。
（※その他、減免要件有）
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